
 

一宮市地域生活支援給付事業実施要綱に基づく地域生活支援給付事業の人

員、設備及び運営に関する基準 

 

 

第１章 総則 

(趣旨) 

第１条 一宮市地域生活支援事業者の指定等に関する要綱第２条第２項に規定する一宮市

地域生活支援給付事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）に基づく地域生活支援給付

事業の人員、設備及び運営に関する基準については、この基準の定めるところによる。 

(用語の意義) 

第２条 この基準における用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）、児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準（平成１８年厚生労働省令１７１号）及び実施要綱に規定する用語の例によるも

のとする。 

 

第２章 移動支援事業 

第１節 人員に関する基準 

(従業者等) 

第３条 移動支援の提供に当たる従業者は、指定居宅介護等の提供に当たるものとして厚

生労働大臣の定めるもの（平成１８年厚生労働省告示第５３８号）に定めるものとする。 

２ 移動支援事業を行う者（以下「移動支援事業者」という。）が、当該事業を行う事業

所（以下「移動支援事業所」という。）ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法

で２．５以上とする。 

(管理者) 

第３条の２ 移動支援事業者は、移動支援事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、移動支援事業所の管理上支障がない場合は、

当該移動支援事業の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事させることができるものとする。 

 

第２節 事業所に関する基準 

 (運営主体) 

第４条 移動支援事業者は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行うもの

として障害者総合支援法第３６条に基づき都道府県の指定を受けた者であることとす

る。 

  

第３節 運営に関する基準 

 (内容及び手続の説明及び同意) 



 

第５条 移動支援事業者は、支給決定障害者等が移動支援の利用の申込みを行ったときは、

当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、

第２３条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービ

スの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該移動

支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を文書にて得なければならない。 

(契約支給量の報告等) 

第６条 移動支援事業者は、移動支援を提供するときは、支給決定障害者等に提供するこ

とを契約した移動支援の量（以下「契約支給量」という。）その他の必要な事項（以下

「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければなら

ない。 

２ 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 

３ 移動支援事業者は、移動支援の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その

他の必要な事項を一宮市福祉事務所長に対し遅滞なく報告しなければならない。 

４ 前３項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

(提供拒否の禁止) 

第７条 移動支援事業者は、正当な理由がなく、移動支援の提供を拒んではならない。 

(連絡調整に対する協力) 

第８条 移動支援事業者は、移動支援の利用について一宮市又は相談支援事業を行う者が

行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 

(サービス提供困難時の対応) 

第９条 移動支援事業者は、移動支援事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常

時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら

適切な移動支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の移動支援事業

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

(受給資格の確認) 

第１０条 移動支援事業者は、移動支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受

給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとす

る。 

(地域生活支援サービス費の支給の申請に係る援助) 

第１１条 移動支援事業者は、移動支援に係る支給決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域生活支援サービス費の支給の

申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 移動支援事業者は、移動支援に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、

支給決定の有効期間の終了に伴う地域生活支援サービス費の支給申請について、必要な

援助を行わなければならない。 

(心身の状況等の把握) 

第１２条 移動支援事業者は、移動支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め

なければならない。 



 

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 

第１３条 移動支援事業者は、移動支援を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び

付きを重視した運営を行い、一宮市、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 移動支援事業者は、移動支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して

適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

(サービスの提供の記録) 

第１４条 移動支援事業者は、移動支援を提供した際は、当該移動支援の提供日、内容そ

の他必要な事項を、移動支援の提供の都度記録しなければならない。 

２ 移動支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から移動支

援を提供したことについて確認を受けなければならない。 

(移動支援事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等) 

第１５条 移動支援事業者が、移動支援を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払

を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであ

って、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障

害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決

定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。 

(利用者負担額等の受領) 

第１６条 移動支援事業者は、移動支援を提供した際は、支給決定障害者等から当該移動

支援に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 移動支援事業者は、前項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を

当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

(地域生活支援サービス費の額に係る通知等) 

第１７条 移動支援事業者は、実施要綱第１８条第４項に基づく代理受領により一宮市か

ら移動支援に係る地域生活支援サービス費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に

対し、当該支給決定障害者等に係る地域生活支援サービス費の額を通知しなければなら

ない。 

(移動支援の具体的取扱方針) 

第１８条 移動支援事業所の従業者が提供する移動支援の方針は、次の各号に掲げるとこ

ろによるものとする。 

(1) 移動支援の提供に当たっては、次条第１項に規定する移動支援計画に基づき、利用

者が地域において自立した生活または社会生活を営むことができるよう必要な援助を

行うこと。 

(2) 移動支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又

はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 



 

(移動支援計画の作成) 

第１９条 管理者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏ま

えて、具体的なサービスの内容等を記載した移動支援計画を作成しなければならない。 

２ 管理者は、前項の移動支援計画を作成した際は、利用者及びその家族にその内容を説

明するとともに、当該移動支援計画を交付しなければならない。 

３ 管理者は、移動支援計画作成後においても、当該移動支援計画の実施状況の把握を行

い、必要に応じて当該移動支援計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定する移動支援計画の変更について準用する。 

(緊急時等の対応) 

第２０条 従業者は、現に移動支援の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

(支給決定障害者等に関する市への通知) 

第２１条 移動支援事業者は、移動支援を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正

な行為によって地域生活支援サービス費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅

滞なく、意見を付してその旨を一宮市に通知しなければならない。 

(管理者の責務) 

第２２条 移動支援事業所の管理者は、当該移動支援事業所の従業者及び業務の管理を一

元的に行わなければならない。 

２ 移動支援事業所の管理者は、当該移動支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させ

るため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ 管理者は、第１９条に規定する業務のほか、移動支援事業所に対する移動支援の利用

の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うもの

とする。 

(運営規程) 

第２３条 移動支援事業者は、移動支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営につ

いての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 移動支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時等における対応方法 

(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) その他運営に関する重要事項 

(勤務体制の確保等) 

第２４条 移動支援事業者は、利用者に対し、適切な移動支援を提供できるよう、移動支

援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 



 

２ 移動支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

(身体拘束等の禁止) 

第２５条 移動支援事業者は、移動支援の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 移動支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなけれ

ばならない。 

(秘密保持等) 

第２６条 移動支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 移動支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上

知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

３ 移動支援事業者は、他の移動支援事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情

報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかな

ければならない。 

(情報の提供等) 

第２７条 移動支援事業者は、移動支援を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用す

ることができるように、当該移動支援者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行

うよう努めなければならない。 

２ 移動支援事業者は、当該移動支援事業者について広告をする場合においては、その内

容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

(利益供与等の禁止) 

第２８条 移動支援事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の地域生活支援給付事業

及び指定障害福祉サービス事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族

に対して当該移動支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益

を供与してはならない。 

２ 移動支援事業者は、相談支援事業を行う者若しくは他の地域生活支援給付事業及び指

定障害福祉サービス事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介す

ることの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

(苦情解決) 

第２９条 移動支援事業者は、その提供した移動支援に関する利用者又はその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 移動支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 移動支援事業者は、その提供した移動支援に関し、実施要綱第２２条の３の規定によ



 

り一宮市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当

該職員からの質問若しくは移動支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査

に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して一宮市長が行う調査に協力すると

ともに、一宮市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な

改善を行わなければならない。 

４ 移動支援事業者は、一宮市長から求めがあった場合には、第３項の改善の内容を一宮

市長に報告しなければならない。 

(事故等発生時の対応) 

第３０条 移動支援事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故等が発生した場

合は、速やかに市及び当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 移動支援事業者は、前項の事故等の状況及び事故等に際して採った処置について、記

録しなければならない。 

３ 移動支援事業者は、第１項の事故等の状況及び事故等に際して採った処置に係る報告

を、市に対して、地域生活支援サービス事業者等事故等報告書（様式第２２号）により

行わなければならない。 

４ 移動支援事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

(虐待の防止) 

第３０条の２ 移動支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該移動支援事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話

装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、そ

の結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該移動支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に

実施すること。 

(3) 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

(会計の区分) 

第３１条 移動支援事業者は、移動支援事業所ごとに経理を区分するとともに、移動支援

の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

(記録の整備) 

第３２条 移動支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 移動支援事業者は、利用者に対する移動支援の提供に関する諸記録を整備し、当該移

動支援を提供した日から５年間保存しなければならない。 

 

第３章 地域活動支援センター事業 

第１節 人員に関する基準 

 (従業者の員数) 



 

第３３条 地域活動支援センターに置くべき職員の員数は、次のとおりとする。 

(1) 定員１０名 

   ア 施設長 １ 

   イ 指導員 ２以上 

(2) 定員１１名から１５名まで 

   ア 施設長 １ 

   イ 指導員 ２以上（うち、常勤 １以上） 

(3) 定員１６名から２０名まで 

   ア 施設長 １ 

   イ 指導員 ３以上（うち、常勤 １以上） 

(4) 定員２１名から２４名 

ア 施設長 １ 

   イ 指導員 ３以上（うち、常勤 ２以上） 

   ウ ア及びイのうち１以上は、社会福祉士、介護福祉士または精神保健福祉士の資

格を有するものであること。 

(5) 定員２５名から３０名 

ア 施設長 １ 

   イ 指導員 ４以上（うち、常勤 ２以上） 

   ウ ア及びイのうち１以上は、社会福祉士、介護福祉士または精神保健福祉士の資

格を有するものであること。 

２ 施設長は、地域生活支援センターの管理上支障がない場合は、当該地域生活支援セン

ターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。 

  

第２節 事業所に関する基準 

 (設備) 

第３４条 地域活動支援センターは、その定めた定員の人員が利用できる規模の設備等で

サービスの提供を行うものとする。 

 

第３節 運営に関する基準 

 (利用定員) 

第３５条 地域活動支援センターはその利用定員を１０名以上３０名以下とする。 

(地域活動支援センターの具体的取扱方針) 

第３６条 地域活動支援センターの従業者が提供するサービスの方針は、次の各号に掲げ

るところによるものとする。 

(1) サービスの提供に当たっては、次条第１項に規定するサービス計画に基づき、利用

者が地域において自立した生活又は社会生活を営むことができるよう必要な援助を行

うこと。 

(2) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族

に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 



 

(3) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又

はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 

(サービス利用計画の作成)  

第３７条 施設長は、利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサー

ビスの内容等を記載したサービス利用計画を作成しなければならない。 

２ 施設長は、前項のサービス利用計画を作成した際は、利用者及びその家族にその内容

を説明するとともに、当該サービス利用計画を交付しなければならない。 

３ 施設長は、サービス利用計画作成後においても、当該サービスの実施状況の把握を行

い、必要に応じて当該サービス利用計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、前項に規定するサービス利用計画の変更について準用す

る  

(施設長の責務) 

第３８条 地域活動支援センターの施設長は、当該地域活動支援センターの従業者及び業

務の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 地域活動支援センターの施設長は、当該地域活動支援センターの従業者にこの章の規

定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ 施設長は、第３７条に規定する業務のほか、地域活動支援センターに対するサービス

の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行

うものとする。 

(準用) 

第３９条 地域活動支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚

生労働省令第１７５号）の規定に基づいて事業を行うものとする。 

２ 第５条から第８条、第１０条から第１３条、第１６条、第１７条、第２０条、第２１

条、第２４条、第２５条、第２７条、第２８条、第３０条から第３２条の規定は、地域

活動支援センター事業について準用する。この場合において、各条項中、「移動支援」

とあるのは「地域活動支援センター」と読み替えるものとし、第５条中、「第２３条」

とあるのは「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地

域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７５号）

第３条」と読み替えるものとする。 

 

第４章 日中一時支援事業 

第１節 人員に関する基準 

(従業者の員数) 

第４０条 日中一時支援事業を行うために置くべき従業者の員数は、その事業を行う事業

所（以下「日中一時支援事業所」という。）ごとに、そのサービスの提供する時間帯を

通じて次のとおりとする。 

(1) 利用者の数が６以下 

ア 管理者 １ 



 

イ 従業者 １以上 

(2) 利用者の数が７以上 

ア 管理者 １ 

イ 従業者 １に、利用者の数が６を超えて６又はその端数を増すごとに１を加え

て得た数以上 

(3) 前二号の規定に関わらず、障害者総合支援法第３６条に基づき指定を受けた短期入

所事業所（以下「短期入所事業所」という。）にあっては日中一時支援の利用者の数

が短期入所事業所の定員から短期入所事業所の利用者数を控除した数を越えないと

きは、短期入所事業所の従業者の兼務により足りるものとする。 

(管理者) 

第４０条の２ 日中一時支援事業を行う者（以下「日中一時支援事業者」という。）は、

日中一時支援事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなら

ない。ただし、日中一時支援事業所の管理上支障がない場合は、当該日中一時支援事業

の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させる

ことができるものとする。 

 

 第２節 事業所に関する基準 

 (運営主体) 

第４１条 日中一時支援事業者は、障害者総合支援法第３６条に基づく指定障害福祉サー

ビス事業所、障害者総合支援法第３８条に基づく指定障害者支援施設、児童福祉法第２

１条の５の１５に基づく指定障害児通所支援事業所及び児童福祉法第２４条の９に基

づく指定障害児入所施設を運営する者であるものとする。 

 (設備の基準) 

第４２条 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業所に利用者が安全に活動できる部屋

を設けるほか、日中一時支援のサービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備え

なければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該日中

一時支援事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対する

サービスの提供に支障がないときは、その設備及び備品等を兼用することができる。 

 

 第３節 運営に関する基準 

(定員の遵守) 

第４３条 日中一時支援事業所は、利用定員を超えて日中一時支援の提供を行ってはなら

ない。 

(日中一時支援事業所の具体的取扱方針) 

第４４条 日中一時支援事業所の従業者が提供するサービスの方針は、次の各号に掲げる

ところによるものとする。 

(1) サービスの提供に当たっては、利用者が地域において自立した生活又は社会生活

を営むことができるよう必要な援助を行うこと。 

(2) サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家



 

族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者

又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。 

(管理者の責務) 

第４５条 日中一時支援事業所の管理者は、当該日中一時支援事業所の従業者及び業務の

管理を一元的に行わなければならない。 

２ 日中一時支援事業所の管理者は、当該日中一時支援事業所の従業者にこの章の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ 管理者は、日中一時支援事業所に対するサービスの利用の申込みに係る調整、従業者

に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。 

(非常災害対策) 

第４６条 日中一時支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

るとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。  

 (衛生管理等) 

第４７条 日中一時支援事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、

衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品等の管理を適正

に行わなければならない。 

２ 日中一時支援事業者は、日中一時支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(準用) 

第４８条 第５条から第８条、第１０条から第１７条、第２０条、第２１条及び第２３条

から第３２条の規定は、日中一時支援事業について準用する。この場合において、各条

項中「移動支援」とあるのは「日中一時支援」と読み替えるものとする。 

 

付 則 

 この基準は、平成１８年１０月１日から適用する。 

  付 則 

 この基準は、平成２０年４月２日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

   付 則 

 この基準は、平成２１年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この基準は、平成２２年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この基準は、平成２５年４月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、平成２８年４月１日から施行する。 



 

付 則 

 この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、令和３年４月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、令和４年８月２９日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 

 この基準は、令和４年１２月２６日から施行し、令和４年１２月１日から適用する。 

 


